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取扱金融機関　鳥取銀行､山陰合同銀行､鳥取信用金庫､倉吉信用金庫､米子信用金庫

　．　　事業資金積立金残高の５倍以内上限１，５００万円
融資限度額　　消費資金積立金残高の５倍以内上限５００万円

　　　　　　　事業資金のうち運転資金５年以内

　　　　　　　　　　　　設備資金５００万円以内　７年以内

　融資期間　　　　　　　　５０１万円以上１０年以内

　　　　　　　消費資金　　　　２００万円以内　７年以内

　　　　　　　　　　　　　　　　２０１万円以上１０年以内

融資利率

融資対象者

信用保証

融資返済期間に関係なく本会と金融機関で決定する融資利率(変動金利)を適用。

参考)平成20年２月末現在22%

事業資金

消費資金

事業資金

消費資金

信用保証料　　::::

保証人 事業資金

消費資金

６ケ月以上正常に掛金を拠出している商工貯蓄共済加入者

①６ケ月以上正常に掛金を拠出している商工貯蓄共済加入者

②20歳以上で年収150万円以上の方

(3)同一事業所に３年以上勤務する方､または営業を行う方､法人役員の方

　は１年以上営業実績のある方

原則として鳥取県信用保証協会の保証付き

原則として(株)セントラルファイナンス(民間保証会社)の保証付き

年0.39％～1.62％の９段階で保証協会か決定します。

年1.7％(一律)

原則として法人代表者以外の連帯保証人は求めません。

原則として求めません｡(保証会社の基準により求める場合もあります｡)
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